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1．はじめに

　所得税を中心とした租税政策は人々の行動に大きな影響を与えるものと思わ

れる。例えば，労働所得に対して高い限界税率で課税する場合，個人の労働意

欲が大きく損なわれることは容易に想像することができる。そうであるとする

と，政府は個人の行う様々な意思決定を十分に考慮して租税政策の設計を行う

必要があ孔ところで，政府による租税政策は個人の行動に影響を及ぼすだけ

でなく，労働市場や資本市場に対しても多くの歪みを与える可能性がある。具

体的に言うと，労働所得税や資本所得税の税率変更は個人や企業の行動の変化

を通じて労働市場の賃金率や資本市場の収益率に多大な影響を与えるというこ

とが考えられる。これらの効果は労働所得や資本所得を増減させて再び個人の

意思決定に様々な影響を与えることになる。したがって，政府による租税政策

の設計は個人に対する直接的な影響だけでなく，労働市場や資本市場を通じて

の間接的な影響をも考慮してなされるべきであるということになる。

　所得税に関する先行研究としては，まず線型労働所得税の議論として

Sheshinski（！972）やAtkinson　and　Stiglitz（1980）などを代表とした様々な

文献が存在する。これらの研究は，個人の合理的な行動を前提として，政府に

よる租税政策の設計により労働所得税の限界税率がどのように設定されるのか

について議論している。次に，非線型労働所得税の議論としてはMirrlees

（1971）やS七ig1i七z（1982）などの研究を中心として議論がなされている。非線

型の労働所得税の研究では，人々の所得獲得能力に関して個人と政府の間に情

報の非対称性が存在することを前提にして，最適な所得税の設計がどのように

なされるべきかにっいて議論されている。これら線型と非線型の所得税理論は
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個人の直面する賃金率が外生的に与えられていることを前提にして議論がなさ

れている。言い換えると，労働需要の賃金率弾力性が無限大の特殊なケースに

おいて所得税に関する議論がなされている。そういう意味において先行研究は

部分均衡分析の枠組みにおける所得税の理論であると主張することができる。

ところで，先にも述べたように，政府が租税政策を設言十する場合には個人に対

する直接的な影響だけでなく市場を通じての間接的な効果を考慮することも重

要であり，このようなメカニズムを探求することは興味深いテーマである。そ

こで本稿では，企業の行動を明示的に導入し労働市場や資本市場における市場

メカニズムを考慮した上で，所得税の議論を一般均衡分析の枠組みにおいて理

論的に検討することを試みる。

　本稿の構成は次の通りである。まず第2節において，基本モデルを提示し個

人の合理的行動と企業の合理的行動，そして労働市場における均衡を定式化す

る。これらの定式化は政府の租税政策を考える際に利用されることになる。次

に第3節では，政府が個人のタイプを正確に識別できる完全情報下における政

府の最適化行動を分析する。そして，完全情報下における最適所得税のもとで

は個人のタイプに依存した一括課税が実施されることになり，労働所得税の限

界税率はゼロになることが示される。また，完全情報を前提とする所得税政策

のもとでは資本所得税が社会厚生に影響を与えない中立的な政策になるという

ことも示される。第4節では，政府が個人のタイプを正確に識別できない不完

全情報下における政府の最適化行動を分析する。そして，不完全情報下におけ

る最適所得税のもとでは，政府が情報上の制約に直面するために，各タイプの

個人の直面する労働所得税の限界税率は必ずしもゼロにはならなくなることが

示される。また，不完全情報を前提とする所得税政策のもとでは資本所得税が

社会厚生を改善する政策になるということも示される。最後に，分析結果をま

とめて結びとする。

2　予備的考察

　この節では，基本的なモデルを提示し個人の合理的な行動，企業の合理的な

行動，そして労働市場を定式化する。

2．1モデルの設定
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●経済は2種類のタイプの個入（タ＝ユ，2）と企業から構成されているものと

する。そして，各タイプの個人は参加する労働市場が相違するという特徴

を持っているものとする。具体的に，タイプ！の個人は未熟練労働者でタ

イプ2の個人は熟練労働者であるとする。また，資本の初期保有量もタイ

　プごとに相違するものとする。

・各タイプの個人は財を消費することから効用を得て，労働を供給すること

　から不効用を得るものとする。このとき，各タイプの個人の選好関係を次

　のような準線型の効用関数により記述する。

σ（c｛，王｛）≡c｛十〃（O　｛＝1，2 （1〕

ただし，c｛は財の消費量，4は労働供給量とする。また，〃（’｛）は労働供

給による不効用をあらわす関数であり，？’（’i）＜Oと〃”（J｛）＜Oを仮定

する。

・各タイプの個人は課税後の労働所得と課税後の資本所得の合計を可処分所

得として財の消費に対する支出とする。このとき，各タイプの個人の予算

制約式を次のように記述する。

c｛＝ψr［ち以十石］十（1一γ）代

　＝（1－C｛）ω｛JrZ＋（1一γ）的　｛＝1，2　　（2〕

ただし，らはタイプ古の個人の財の消費に対する支出額，ωムは労働所得，

ちと石はそれぞれ労働所得税の限界税率と一括課税，｛は資本所得，γ

は資本所得税の税率とする。

・政府は個人の労働所得と資本所得に対して課税権を保有するものとする。

そして，各タイプの個人から徴収する労働所得税と資本所得税を財源とし

て所得再分配政策を実施するものとする。このとき，政府の税収制約式を

次のように言己述する。
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　　　　　　　　2
　　　　　　　Σ・〃、以十Z＋枇1≧O　　　　　（3）
　　　　　　　｛＝1

ただし，n｛はタイプ｛の個人の人口数とする。また，税収制約式において

税収に対する支出がゼロであるということは純粋に所得再分画己政策を目的

としていることをあらわしている。なお，労働所得税は非線型課税とし，

資本所得税は線型課税とする。

・企業は労働と資本を投入することにより財を生産するものとする。このと

　き，企業の生産技術を次のような生産関数により記述する。

F（ム1，ム2，K）≡∫（ム1）十石（ム2）十9（κ） 14〕

ただし，ム1は労働投入量としム｛＝mムと定義する。そして，m｛はタイプ

つの個人の人口数，4はタイプゴの個人1人当たりの労働投入量，Kは資

本役人量とする。また，〆＞O，∫”＜0，g’＞O，そしてg”＜Oを仮定

する。なお，労働の限界生産性について左（n王）＞ヵ’（mz）のような仮定を

置く。すなわち，同一の労働投入水準に対して，タイプ2の個人の方がタ

イプ1の個人よりも労働の限界生産性が高いことを仮定す札

2．2個人の合理的行動

　ここでは，個人の効用最大化行動を定式化し個人の最適化行動を特徴付ける。

まず，個人の効用最大化行動を定式化する。個人は予算制約のもとで効用を最

大化するように財の消費と労働供給を決定するものとする。具体的に，タイプ

4の個人の効用最大化問題は次のように記述することができる。

maX　　σ（C｛，ら）≡C｛十四（ω
c｛，4

s．t．　or（1一ち）ωム十M｛

（5）

づ＝1，2　　　　16）

ただし，仏は一括所得で払≡一石十（1一γ）牝と定義する。すなわち，個人
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は，（6〕式であらわされる課税後の労働所得と資本所得を可処分所得として財の

消費に対して支出するという予算制約のもとで，（5〕式であらわされる効用関数

を最大化するように財消費と労働供給を決定するように行動するものとする。

　次に，個人の効用最大化問題を前提にして個人の最適化行動を特徴付ける。

ここで，効用最大化問題に関する！階の条件は次のように導出することができ

る。

1’ iz｛）＝（ユーち）ω｛ ゴ＝1，2 17〕

ただし，1’（王’）は労働供給の限界不効用とする。すなわち，個人は労働の限

界不効用と課税後の賃金率が均等化するように最適な労働供給量を決定するの

である。

　ここで，個人の効用最大化条件（7）式を利用することにより個人｛の労働供給

関数jデ（（1一ら）ω1）を導出することができる。そして，この労働供給関数が課

税後の賃金率（1川ら）吻に依存していることは容易に理解される。なお，労働

所得税の税率らと賃金率ω｛の変化に対する労働供給量4の変化については次

のように導出することができる。

∂だ＿　ω｛
　　＿　　　　　＜O∂ち　　〃”（ω

∂だ＿一（1一ち）

一一
@　　　　　〉0∂ω｛　　〃”（｛｛）

ゼ＝1，2
／8）

すなわち，労働所得税の限界税率らの増力pに対して労働供給量4は減少す乱

これに対して，課税前の賃金率叫の増加に対して労働供給量4は増加するの

である。

　最後に，個入4に関する間接効用関数を次のように定義する。

γ｛（（1一ま｛）ω｛，払） ｛＝1，2 （9〕

このとき，間接効用関数の各パラメータに関する変化は次のようになる。
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炉一一αμ、だ，　吟＝一αわ　巧㌧一α此

κ＝α｛（1－C｛）β，　K㌧α圭（1一γ）伝 （lo）

　ただし，α｛は個人4に関する所得の限界効用とする。なお，これらの各パラ

メータの変化に対する間接効用関数の変化は政府の租税政策を特徴付ける際に

利用される。

2．3企業の合理的行動

　ここでは，企業の利潤最大化行動を定式化し企業の最適化行動を特徴付ける。

まず，企業の利潤最大化行動を定式化する。企業は生産技術の制約のもとで利

潤を最大化するように労働投入量，資本投入量，そして財の生産量を決定する

ものとする。具体的に，企業の利潤最大化問題は次のように記述することがで

きる。

max　　π＝F（L1山，K）一ωlLrω。L。一7K
ム1，ム2

o／）

ただし，κは資本投入量とする。また，経済全体の資本の初期賦存量は固定

されており，企業はその資本供給量をすべて利用するものとする。すなわち，

企業は値）式であらわされる利潤を最大化するように労働投入量，資本投入量，

そして財の生産量を決定するのである。

　次に，企業の利潤最大化問題を前提にして企業の最適化行動を特徴付ける。一

利潤最大化問題に関する1階の条件は次のように導出することができる。

力’（mム）＝ω｛ 4＝1，2 ⑫

ただし，∫’（・）は労働の限界生産力とする。すなわち，企業は労働の限界生産

力と賃金率が均等化するように労働投入量を選択するのである。

　ここで，企業の利潤最大化条件（12〕式を利用することにより企業の労働者1人

当たり労働需要関数j9（ω’）を導出することができる。この労働需要関数は課

税前の賃金率ω｛に依存することになる1。なお，賃金率〃｛の変化に対する労
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働需要量王｛の変化は簡単な比較静学分析により次のように導出することがで

きる。

並一1．O∂ω｛　η｛力”
づ＝1，2

（13）

すなわち，労働の限界生産力が逓減する場合（∫”＜O），賃金率の上昇は労働

需要量を減少させることになる。

　最後に，資本収益率について議論する。長期均衡を仮定し超過利潤がゼロで

あるとすると（π＝O），資本収益率γは次のように導出できる。

τ一
?m・（・1～1）パ（ω・），K）一州f（ω1）一ω…舳・）］l11）

ここで，資本収益率τが賃金率ω｛に依存することに注意する。このとき，賃

金率の変化に対する資本収益率の変化は次のようになる。

∂γ＿　〃（ψ）＜o

∂ψ　　　　K
｛＝1．2　　　　　1／5〕

すなわち，賃金率の上昇は資本収益率を減少させることが分かる。

2．4　労働市場均衡と均衡賃金率

　ここでは，労働市場における需給均衡を特徴付ける。そして，租税政策の変

更による均衡賃金率の変化について検討する。まず，労働市場における需給均

衡により均衡賃金率が次のように決定される。

～9（ωj）＝王亨（（1－C土）ω｛）　⇒　　ω｛（C｛）　　　　l16）

すなわち，労働市場で決定される均衡賃金率叫は労働所得税の税率らに依存

することが分かる。

　ユなお，労働者1人当たりの労働需要関数は本来，労働入口m｛にも依存するが言己号の

簡略化のために省略する。
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　次に，均衡賃金率の各パラメータに対する変化は簡単な比較静学分析により

次のように導出することができる。

∂ぢ

∂ωi＿　　∂圭・
一　　　　　　　　　　＞O∂ち一 i舟一舟）

（17）

ここで，（17）式の分母（（∂〃∂ω｛）一（∂Jデ／∂ω｛））は労働市場における安定性条件

をあらわしており負であることを仮定する。したがって，労働所得税の税率の

変化に対する均衡賃金率の変化の方向性はそれらパラメータの変化に対する労

働供給量の変化の方向性と反対になることが分かる。すなわち，労働市場の均

衡が安定的である亭合には，労働所得税の限界税率ちの増加は労働労働市場

における均衡賃金率ω｛を引き上げることになる。なお，この結果は政府の租

税政策を考える際に利用される。

3　完全情報下における租税政策

　ここでは，完全情報下における政府の租税政策に関する最適化問題を定式化

し，情報の制約がない場合における最適な租税政策を特徴付ける。まず最初に，

政府の最適化問題を定式化する。政府は税収制約の下で社会厚生を最大化する

ように租税政策を決定する。ここで，完全情報を前提にすると，政府は各個人

のタイプを正確に識別することができるので情報上の制約に直面することはな

い。このとき，政府の租税政策に関する問題は次のように記述することができ

る。

　maXlち，珊一1

　2
　Σ〃｛γ｛（（1一工’）ω｛，M；）

ゴ＝1

　　　　　2
舳　　Σ・、［・、ω、ll＋石十淋、］≧0

　　　　ゴ＝1

だ＝1言（（トち）ω’）　｛＝1，2

（1割

⑲

⑫o）
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〃‘＝〃μ）　　ゴ＝ユ，2

！19

el〕

ただし，m｛はタイプ4の個人の人口数とする。そして，（18）式は経済全体の功利

主義的な社会厚生関数，（⑲式は税収制約式，⑳式は労働供給関数，そして2j）式

は均衡賃金率をあらわしている。また，仏は一括所得で払≡一石十

（1一γ）｛と定義する。すなわち，政府は，各タイプの個人からの労働所得税

と資本所得税を財源として任意の公共支出を実施するという税収制約のもとで，

各個人の効用の総和で定義される社会厚生を最大化するように租税政策

｛ら，η，｛＝1，2を決定するのである。なお，資本所得税の税率γは任意の水準

で所与とする。

　次に，上記で定式化された政府の最適化問題を前提にして，完全情報化にお

ける労働所得税と資本所得税を特徴付ける。

3．1労働所得税について

　ここでは，各タイプの個人に対する労働所得税の限界税率主こっいて議論する。

政府の問題に関する！階の条件から次のような関係式を導出することができる。

αj＝＝μ　　　ゴ＝1，2 制）

ただし，α｛は個人乞に関する所得の限界効用とする。すなわち，完全情報下に

おける労働所得税のもとでは各タイプの個人に関する所得の限界効用が等しく

なるのである。そして，このような労働所得税の下では労働所得税の限界税率

はゼロになるという結果が得られる（ち＝O，｛＝1，2）。すなわち，完全情報

を前提とする租税政策のもとでは各タイプの個人に関する所得の限界効用が均

等化するように一括課税による所得再分配が実施されることになる。そして，

個入の労働供給を歪めるような労働所得税の限界税率はゼロにした方が良いと

いうことになる。

3．2資本所得税について

　ここでは，完全情報下における資本所得税について議論する。そのために，

資本所得税の税率γをパラメータとして考え，資本所得税の税率の変更が社会
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厚生に対してどのような影響があるかを検討する。まず，資本所得税の税率γ

をパラメー．タとして考えた場合，間接社会厚生関数w（γ）を資本所得税の税

率γの関数として定義できる。このとき，資本所得税の税率の変化に対する社

会厚生の変化は次のように計算することができる。

紫一∂工崇㌧一・ ㈱

ただし，工Gは完全情報下における政府の最適化問題に関するラグランジュ関

数とする。すなわち，完全情報下において最適な労働所得税を採用している場

合，資本所得税を追加的に導入したとしても社会厚生に対しては何ら影響を与

えないということになる。したがって，完全情報を前提とする最適労働所得税

のもとで，資本所得税は中立的な租税ということになる。

4　不完全情報下における租税政策

　ここでは，不完全情報下における政府の租税政策に関する最適化問題を定式

化し，情報の制約がある場合における最適な租税政策を特徴付ける。そのため

に，労働生産性の高い個人が労働生産性の低い個人の振りをする場合の行動に

ついて議論する。そして，その振りをする個人の行動を前提にして政府の問題

について考えることにする。

4．1労働生産性の高い個人によるミミッキング

　ここでは，労働生産性の低い個人の振りをする労働生産性の高い個人の行動

について議論する。均衡賃金率ψに関してタイプ2の労働市場における賃金

率がタイプ！の労働市場における賃金率よりも高い場合を想定する。このよう

な状況は石’（m｛）＞爪mエ）またはん。〉κ1を仮定することにより実現される。

このとき，タイプ2の個人はタイプ1の個人の振りをする可能性がある。なぜ

なら，タイプ2の個人は労働供給量を減らすことで労働所得または労働所得税

を減らして多くの可処分所得を得ることになり，その一方で労働供給減少の裏

側として多くの余暇需要を享受できるからである。そのときの振りをするタイ

プ2の個人の効用最大化問題を次のように記述するものとする。
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m彰X　　ひ（ε。，1。）

4，ら

s．t．　ε。≦（1－C｛）m。～。十M。 晒）

　　　　　　　　　〃2ら≦ω｛（（1一サ1）ωユ）　　　　　　　　　　　　㈱

ただし，M2＝一η十（1一τ）欣。，そしてMl＝一η十（1一τ）｛と定義する。

振りをするタイプ2個人の選択変数などはハット付きであらわすものとする。

すなわち，タイプユの振りをするタイプ2の個人は，鵬式であらわされるタイ

プユの労働所得を超過しないという労働所得に関する制約と通常の予算制約の

もとで効用を最大化するように財消費と労働供給を決定するように行動するも

のとする。

　上記の問題に関するラグランジュ関数を次のように定義する。

工2＝σ（ε2，ら）十a2［（11）ω2王2＋Mrε宮］

　　　　　　十β2［ωlJl（（1一士1）ω1）一ω2∫2］

ただし，a。は予算制約式に対するラグランジュ乗数，β。は労働所得制約に対

するラグランジュ乗数とする。

　ここで，タイプ1の振りをするタイプ2の個人に関する間接効用関数は次の

ように定義することができる。

ヴ2（（1一τ、）ω。，広，1、（（1一広、）ω、） 鰯）

そして，振りをするタイプ2の個人の効用がタイプ1の個人の労働供給関数

J亨（・）に依存している点に注意したい。このとき，包絡面定理を利用すること

により，間接効用関数の各パラメータに関する変化を次のように導出すること

ができる。

　　　　　　　　　∂互s
茸～一一軌ア葦十島m骨・ 輔＝一a〃　官＝一a。杓
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鴨一r弘（1＋島1け一島（片・嶋）・汽（1－1）い）

　このような振りをする個人の行動を前提にして次の節では不完全情報下にお

ける政府の行動を分析する。

4．2不完全情報下における租税政策

　まず最初に，政府の最適化問題を定式化する。政府は税収制約の下で社会厚

生を最大化するように租税政策を決定する。ここで，不完全情報を前提にする

と，政府は各個人のタイプを正確に識別することができないので情報上の制約

に直面することなる。このとき，不完全情報下における政府の所得税政策に関

する問題は次のように記述することができる。ただし，ん2＞ん、または

左（m王）〉爪m3）を仮定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　m・・　　Ση、γ’（（！－1｛）ω｛，払）　　（3⑪
　　　　　　　　　／cI，刀／ξ、I　　ゴ＝1

　　　　　　・．亡　γ2（（1一工。）ω。，M。≧γ2（（1－Cl）ω。，M。，1デ（・））　制）

　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　Σ・、レ、ω、jl＋什批、］≧O　　　　働
　　　　　　　　　4＝．1

　　　　　　　　　lデ＝jデ（（1一ち）ω｛）　乞＝1，2　　　　　鰯）

ωFωμ）　　｛＝1，2 （鋤

ただし，m｛はタイプ｛の個人の人口数とする。そして，G①式は経済全体の功利

主義的な社会厚生関数，制）式は自己選抜制約式，⑳式は税収制約式，鰯）式は労

働供給関数，そして（鋤式は均衡賃金率をあらわしている。また，仏は一括所

得で仏≡一で十（1フ）｛と定義する。すなわち，政府1ヰ，各タイプの個人

からの労働所得税と資本所得税を財源として任意の公共支出を実施するという

税収制約とタイプ2の個人がタイプ！の振りをしないで真実を表明して行動す

るように制約する自己選抜制約のもとで，各個人の効用の総和で定義される社
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会厚生を最大化するように租税政策｛ち，Z｝，ξ＝ユ，2を決定するのである。なお，

資本所得税の税率γは任意の水準で所与とする。

　次に，上記で定式化された政府の最適化問題を前提にして，不完全情報化に

おける労働所得税と資本所得税を特徴付ける。一

4．3　労働所得税について

　ここでは，各タイプの個人に対する労働所得税の限界税率について議論する。

そのために，政府の問題に関する！階の条件を利用して，不完全情報下におけ

る最適な労働所得税に関して条件式を導出し，その条件から労働所得税の限界

税率について議論する。

　まず，タイプ2の個人に対する労働所得税の限界税率について議論する。

いえMソ）一島］わ・叶γ）（宇オ鰯

ただし，λは自己選抜制約式に関するラグランジュ乗数，μは税収制約式に対

するラグランジュ乗数とする。また，［a2（1川サ、γ）一β2コ＝一σ／ω2＞oであ

る。

　Mirr1ees（197／）やS七ig1itz（1982）などによる最適所得税の研究では高所得者

に対する限界税率はゼロになるという結果が導かれている。そして，髄）式の右

辺第1項と右辺第2項は労働需要の賃金率弾力性が無限大の場合にはともにゼ

ロとなる。すなわち，賃金率が外生的に与えられている場合，最適所得税の先

行研究と同様に，高い労働生産性を持っ個人に対する労働所得税の限界税率が

ゼロということになる。これに対して，労働需要の賃金率弾力性がゼロでない

場合には次のような結論が得られる。まず，／35）式の右辺第1項は労働市場にお

ける均衡賃金率の変化を通じた労働所得税の限界税率への効果をあらわしてい

る。そして，この項の符号は負になるので労働生産性の高い個入2に対する労

働所得税の限界税率は引き下げた方が良いことを示している。この理由は次の

ように説明することができる。労働所得税の限界税率の引き下げは労働市場に

おける均衡賃金率を下落させるので，振りをしている個人2の可処分所得を減

少させることになる。この効果は振りをしている個人2の振りの行動を抑制す

る結果となる。すなわち，労働所得税の限界税率は負の方向で設定した方が良
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いということになる。これに対して，（35）式の右辺第2項は資本収益率の変化を

通じた労働所得税の限界税率への効果をあらわしている。この項は各個人の資

本の初期保有量の格差に依存している。例えば，労働生産性の高い個人2の方

が労働生産性の低い個人1よりも多くの資本の初期保有量を持っている場合に

は，労働生産性の高い個人2の労働所得税の限界税率を引き上げる誘因が存在

する。なぜなら，労働所得税の限界税率の引き上げは労働市場における均衡賃

金率を上昇させると同時に資本市場における資本収益率を下落させることにな

る。このとき，資本収益率の下落は個人！と個人2の資本所得を減少させるこ

とになる。ここで，労働生産性の高い個人2の方が労働生産性の低い個人1よ

りも多くの資本初期保有量を持っている場合、振りをする可能性のある個人2

の方が個人工よりも多くの可処分所得を失うことになる。このことは，可処分

所得の低下による個人1の効用を阻害するという効果よりも個人2の振りをす

るという行動を抑制するという効果の方が大きいことをあらわしている。すな

わち，労働生産性の高い個人2に対する労働所得税の限界税率を引き上げる誘

因が存在することになる。最終的な結論として，労働需要の賃金率弾力性がゼ

ロでない場合，労働生産性の高い個人に対する労働所得税の限界税率は労働市

場と資本市場を通じた上記2つの効果の大小関係により決定されることになる。

なお，資本市場を通じた2つめの効果は労働所得税を用いた資本所得に対する

実質的な課税であると見なすことができる。

　次に，タイプ1の個人に対する労働所得税の限界税率について議論する。

　　λ　β2　　λ　［a2（1一広1）一β2］　1　　　a2（1一γ）（κ2一κ1）　1
fl＝ V丁十τ　μ　ア十λμ　K，f㈱

ただし，λは自己選抜制約式に関するラグランジュ乗数，μは税収制約式に対

するラグランジュ乗数とする。

　Mirrユθes（ユ971）やS七ightz（1982）などによる最適所得税の研究では低所得者

に対する限界税率は正になるという結果が導かれている。そして，鰯）式の右辺

第2項と右辺第3項は労働需要の賃金率弾力性が無限大の場合にはともにゼロ

となる。しかし，労働需要の賃金率弾力性が無限大の場合でも右辺第1項は常

に正となる。すなわち，賃金率が外生的に与えられている場合，最適所得税の

先行研究と同様に，低い労働生産性を持っ個人に対する労働所得税の限界税率
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が正ということになる。これに対して，労働需要の賃金率弾力性がゼロでない

場合には次のような結論が得られる。まず，㈱式の右辺第3項は労働生産性の

高い個人2に所で議論したものと同じであり，資本市場における資本収益率の

変化を通じた労働所得税の限界税率への効果をあらわしている。そして，この

項は各個入の資本の初期保有量の格差に依存し，仮に労働生産性が高い個人2

の方が多くの資本を保有する場合には労働生産性の低い個入2の労働所得税の

限界税率は高く設定する方がよいということになる。これに対して，㈱式の右

辺第2項は労働市場における均衡賃金率の変化を通じた労働所得税の限界税率

への効果をあらわしている。そして，この項の符号は正になるので労働生産性

の低い個人1に対する労働所得税の限界税率は引き上げた方が良いことを示し

ている。この理由は次のように説明することができる。労働所得税の限界税率

の引き上げは労働市場における均衡賃金率を上昇させるので，労働生産性の低

い個入1の労働所得のみを増加させる。この一方で振りをしている個入2は個

人1と同じ労働所得を実現するためにさらなる労働供給をしなければならない

ことになる。この効果は振りをしている個人2の振りの行動を抑制する結果と

なる。すなわち，労働所得税の限界税率は正の方向で設定した方が良いという

ことになる。

4．4　資本所得税について

　ここでは，不完全情報下における資本所得税について議論する。そのために，

資本所得税の税率γをパラメータとして考え，資本所得税の税率の変更が社会

厚生に対してどのような影響があるかを検討する。まず，資本所得税の税率τ

をパラメータとして考えた場合，不完全情報下における間接社会厚生関数

卯（γ）を資本所得税の税率γの関数として定義できる。このとき，資本所得税

の税率の変化に対する社会厚生の変化は次のように計算することができる。

紫一∂ヂlH

＝λ∂。τ（κ。一ん1） 例

ただし，エGは不完全情報下における政府の最適化問題に関するラグランジュ
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関数とする。すなわち，㎝式は資本所得税の追加的な導入にともなう社会厚生

に対する影響をあらわしている。この項は，ん。＞ん1の場合には正となり，

ん2＜ん1の場合には負となる。すなわち，賃金率の高いタイプ2の個人が多く

の資本を保有している場合には資本所得税の税率の増加は社会厚生を増加させ

る。これに対して，賃金率の低いタイプ1の個人が多くの資本を保有している

場合には資本所得税の税率の増加は社会厚生を減少させる。この結果は次のよ

うに説明することができる。例えば，振りをする個人2が個人1よりも多くの

資本初期保有量を持っているとする。このとき，資本所得税の税率の引き上げ

は個人1と振りをする個人2の資本所得を減少させる。ここで，振りをする個

人2の方が個人1よりも多くの資本初期保有量を持っている場合には振りを個

人2の方が個人1よりも多くの可処分所得を失う．ことになる。このことは，個

人2の振りをするという行動を抑制する効果が個人1を阻害する効果よりも大

きいことをあらわしている。すなわち，不完全情報下においては資本所得税の

税率を変更する誘因が存在することになる。

5　おわりに

　本稿では，最適所得税の議論を二股均衡の枠組みにおいて理論的な分析を試

みた。具体的には，企業の利潤最大化行動を明示的に導入し，労働市場や資本

市場における市場メカニズムを考慮した上で労働所得税や資本所得税などの租

税政策の在り方について理論的な検討を行った。そして，結論として次のよう

な結果が得られた。まず，政府が個人のタイプを正確に識別できる完全情報の

状況を前提にすると，最適な租税政策は個人のタイプに依存した一括課税が採

用されることになる。そして，労働所得税の限界税率はゼロになり，資本所得

税は社会厚生に影響を与えない中立的な政策になるということが示された。次

に，政府が個人のタイプを正確に識別できない不完全情報の状況を前提にする

と，政府は情報上の制約に直面するのために，各タイプの個人の直面する労働

所得税の限界税率は必ずしもゼロにはならなくなることが示された。そして，

労働需要の賃金率弾力性がゼロでない場合には，労働市場における均衡賃金率

の変化を考慮すると労働生産性の高い個人に対する労働所得税の限界税率は引

き下げる方が良く労働生産性の低い個人に対する限界税率は引き上げる方が良

いという結論がえられた。また，資本市場における収益率の変化を考慮すると
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労働生産性の高い個人の方が多くの資本を保有する場合には各タイプの個人の

労働所得税の限界税率を引き上げる方が良いという結果が得られた。なお，不

完全情報を前提とする所得税政策のもとでは資本所得税が社会厚生を改善する

政策になるということも示された。なお，本稿の分析における問題点として，

労働生産性の相違する労働市場の間の関係や労働市場と資本市場との間の関係

が考慮されていないということがあげられる。これは生産関数を分離可能な形

で表現したことに起因している。しかし現実的に，異なる労働市場の間の関係

や労働市場と資本市場の関係は無視できない要素であ乱したがって，これら

の相関関係を考慮して議論をすることも興味深い内容である。なお，これらの

拡張モデルは今後の研究課題としたい。
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